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３

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
債
権
等
譲
受
業
者
又
は
小
口
債
権
販
売
業
者
の
従
た
る
営
業
所
に
対
し
て
報
告
徴

収
等
を
行
っ
た
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
は
、
当
該
特
定
債
権
等
譲
受
業
者
又
は
小
口
債
権
販
売
業
者
の

当
該
従
た
る
営
業
所
以
外
の
営
業
所
に
対
し
て
報
告
徴
収
等
の
必
要
を
認
め
た
と
き
は
、
当
該
営
業
所
に
対
し
、

報
告
徴
収
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

７

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
権
限
の
う
ち
金
融
庁
長
官
の
指
定

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

８

金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
指
定
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
を
廃
止
し
、
又

は
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
六
条

商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第

二
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
通
商
産
業
大
臣
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
使
用
の
合
理
化
及
び
再
生
資
源
の
利
用
に
関
す
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施

行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
七
条

エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
使
用
の
合
理
化
及
び
再
生
資
源
の
利
用
に
関
す
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
臨
時

措
置
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
二
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
通
商
産
業
大
臣
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
」
に
、「
建
設
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
大
蔵
省
令
、

通
商
産
業
省
令
」
を
「
財
務
省
令
、
経
済
産
業
省
令
」
に
、「
大
蔵
大
臣
」
を
「
財
務
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
通
商
産
業
省
令
」
を
「
経
済
産
業
省
令
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
厚
生
大
臣
及
び
運
輸
大
臣
」
を
「
厚
生
労
働
大
臣
及
び
環
境
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
特
定
商
品
の
販
売
に
係
る
計
量
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
八
条

特
定
商
品
の
販
売
に
係
る
計
量
に
関
す
る
政
令
（
平
成
五
年
政
令
第
二
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
通
商
産
業
大
臣
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
」
に
、「
通
商
産
業
省
令
」
を
「
経
済
産
業
省
令
」に
改
め
る
。

（
計
量
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
九
条

計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
通
商
産
業
省
令
」
を
「
経
済
産
業
省
令
」
に
、「
通
商
産
業
大
臣
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
」
に
、「
通
商
産

業
省
に
」
を
「
経
済
産
業
省
に
」
に
、「
通
商
産
業
局
の
」
を
「
経
済
産
業
局
の
」
に
、「
通
商
産
業
局
長
」
を
「
経
済

産
業
局
長
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
第
一
項
中
「
通
商
産
業
省
令
」
を
「
経
済
産
業
省
令
」
に
改
め
る
。

附
則
別
表
第
四
第
二
号
ロ
中
「
通
商
産
業
省
令
」
を
「
経
済
産
業
省
令
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
通
商
産
業
省
令
」
を
「
経
済
産
業
省
令
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
中
「
通
商
産
業
大
臣
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
消
費
経
済
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
百
四
条

消
費
経
済
審
議
会
令
（
平
成
八
年
政
令
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
か
ら
第
六
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
組
織
）

第
一
条

消
費
経
済
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。）は
、
委
員
三
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

審
議
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、臨
時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３

審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
等
の
任
命
）

第
二
条

委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
経
済
産
業
大
臣
が
任
命
す
る
。

２

専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
経
済
産
業
大
臣
が
任
命
す
る
。

（
委
員
の
任
期
等
）

第
三
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

臨
時
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ

れ
る
も
の
と
す
る
。

４

専
門
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る

も
の
と
す
る
。

５

委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
会
長
）

第
四
条

審
議
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

２

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
議
会
を
代
表
す
る
。

３

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
百
条

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
五
年
政
令
第

三
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、旧
実
用
新
案
登
録
令
第
三
条
の
二
第
二
項
並
び
に
旧
特
例
法
施
行
令
第
一
条
第
十
二
号
、

第
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
六
条
第
九
号
、
第
十
一
号
、
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
、
第
八
条
並
び
に
第
十

一
条
中
「
通
商
産
業
省
令
」
と
あ
る
の
は
、「
経
済
産
業
省
令
」
と
す
る
。

（
計
量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
改
正
）

第
百
一
条

計
量
法
関
係
手
数
料
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
通
商
産
業
省
令
」
を
「
経
済
産
業
省
令
」
に
、「
通
商
産
業
大
臣
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
備
考
第
一
号
及
び
別
表
第
四
第
五
号
ハ
]
中
「
通
商
産
業
省
令
」
を
「
経
済
産
業
省
令
」に
改
め
る
。

（
民
間
事
業
者
の
能
力
の
活
用
に
よ
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
百
二
条

民
間
事
業
者
の
能
力
の
活
用
に
よ
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
第
五
十
六
条
第
六
号
」
を
「
第
五
十
六
条
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
五
十
六
条
第

六
号
」
を
「
第
五
十
六
条
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
厚
生
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
」
を
「
農
林
水
産

大
臣
及
び
環
境
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
第
五
十
九
条
第
十
一
号
」
を
「
第
五
十
九
条
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
五
十
九
条

第
十
一
号
」
を
「
第
五
十
九
条
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
通
商
産
業
大
臣
」
を
「
経
済
産

業
大
臣
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
厚
生
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
通
商
産
業
大
臣
」
を
「
農
林
水
産
大
臣
、

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
通
商
産
業
大
臣
」
を「
経
済
産
業
大
臣
」

に
改
め
る
。

（
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
百
三
条

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
大
蔵
大
臣
」
を
「
財
務
大
臣
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
通
商
産
業
大
臣
」
を
「
経
済
産

業
大
臣
」
に
、「
通
商
産
業
局
長
」
を
「
経
済
産
業
局
長
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
を
同

条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
三
十
九
条
及
び
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
特
定
容
器
利
用
事
業
者
、
特
定
容

器
製
造
等
事
業
者
又
は
特
定
包
装
利
用
事
業
者
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地

方
厚
生
局
長
（
当
該
所
在
地
が
四
国
厚
生
支
局
の
管
轄
す
る
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
国
厚
生
支
局

長
）
に
委
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
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